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平成 年 月 日21 5 1

『報酬額基準及び報酬算定方法』
（報酬積算書）

菅野土地家屋調査士事務所

第１章 調査業務

第１ 事前打ち合わせ協議

１ 事前打ち合わせ協議

事前打ち合わせ協議とは、受託作業全般について、全体計画及び作業項目の作業内容に

ついて、事前に委託者と相談・協議・打ち合わせを行うことをいう。

受託者は、委託の目的及びその内容、委託者の権限の有無等を聴取し、参考資料の提示

を求め、委託の趣旨をよく理解のうえ、作業の効率性を考慮して、具体的作業を立案し、

委託者と各作業項目ごとの作業計画を協議する。

２ の作成委託契約書

受託者は、作業計画に基づき、業務処理の概要・予定期間・報酬の概算額等を委託者に

説明し、これを「委託契約書」に明記し、委託者と取り交わした上で、業務に着手する。

「委託契約書」には、報酬の支払時期、着手金、事前調査費用、特別費、業務処理を中

途終了した場合の措置、困難な業務処理の成功報酬の定め、その他特約事項等について、

委託者との合意を得て定める。

３．報酬額基準の設定（固定額、 ）１事件 １１，９００円

事前打ち合わせ協議は、委託者の意向を確認し、全体計画及び個別の作業計画を策定す

るための協議であり、委託目的を円滑に完了するために行う。

（１）報酬額の算定方法

報酬額は、標準作業時間に、調査士の日額と経費率を設定して算定する。
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内業

相談・協議・打ち合わせの実際の作業時間 分60

全体計画・作業計画の実際の作業時間 分30

契約書作成の実際の作業時間 分30

作業時間の合計 分120

1.0作業効率内業

120 1.0 480 0.25歩掛 分÷（ × ）＝

日額 調査士１名 × ＝ 円34,030 0.250 8,508

諸経費 × 円＝ 円0.4 8,508 3,403

合計 円11,911

（２）報酬額基準

業務を受託する場合、あらかじめ業務報酬の概算額を積算する場合には、標準的作業時

間を設定して行う。

この標準時間の統計数値をサイクルタイムという （事前打ち合わせ協議では120分）。

報酬額の積算は、サイクルタイムにより算定する。

サイクルタイムから、作業効率を考慮して、 事前打ち1日の労働時間の割合 「歩掛 （、 」

、 （ ） 、 （ ）合わせ協議では を計算し これに日額 調査士1日34,030円 を乗じ 諸経費 40%0.25）

を加味して業務報酬を積算する。

業務報酬額の積算は、以上の【歩掛方式】に基づく。

以上の積算方式により 「事前打ち合わせ協議」の報酬額基準を算定、１事件１１，９、

００円である。

第２．資料調査

資料調査とは、法務局等の公的機関、その他の者が保管する公簿類、地図類、図面類等

の閲覧、謄写、収集、照合及び分析整理、調書の作成並びに疎明書面の照合及び点検の作

業をいう。

１．公簿類調査

申請地及び必要な隣接地の土地所有者あるいは立会適格者等を調査する。

（１）作業内容
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①登記所登記簿､登記事項要約書、登記事項証明書、閉鎖登記簿等々の調査

②市町村固定資産課税台帳の調査

③県公文書館土地所有権委員会申告書等の調査

④県地籍調査分室地籍調査票等の調査

（２）成果品

①登記事項証明書

②登記事項要約書

（３）報酬額基準

報酬額基準 １筆 ５８０円

（４）報酬額の算定

公簿類調査の報酬額は 「登記事項要約書」等の作業成果の筆数に基づき算定する。、

２．地図類調査

申請地及び必要な隣接地の土地の区画を謄写して調査する。

（１）作業内容
①登記所地図閲覧

②登記所旧土地台帳附属地図閲覧

③県地籍調査分室地籍図原図、調査素図等閲覧

④県地籍調査分室地籍調査基準点網図、成果閲覧

⑤那覇防衛施設局明確化地籍調査図根点網図、成果閲覧

⑥市町村土地区画整理確定測量基準点成果閲覧

⑦個人所有土地境界関係資料閲覧

（２）成果品
①地図写し図

②図根点成果調査表

③地図のコピー

④図根点成果のコピ－。
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（３）報酬額基準の設定

報酬額基準 １筆・１点 ５８０円

【地図、図根点の成果を特に謄写した場合】

報酬額基準 １筆・１点 １，０６０円

（４）報酬額の算定

、 「 」、「 」地図類調査の報酬計算は 実際に謄写した成果品の 地図写し図 図根点成果調査表

の調査数量（土地の区画の筆数、図根点数）に基づき計算する。

３．図面類調査

図面類とは、面積、辺長、境界点及び数値の記載のある確定測量図の調査をいい、申請

地及び必要な隣接地について、土地の区画を謄写して調査する。

（１）作業内容
①登記所保管の地積測量図の閲覧謄写

②市町村、土地区画整理組合保管の仮換地あるいは確定測量図の閲覧謄写

③個人所有の土地境界関係資料等の閲覧謄写

（２）成果品
①地積測量図

②確定測量図の写し図

③地積測量図あるいは確定測量図のコピー

（３）報酬額基準の設定

報酬基準額は、実際に謄写、閲覧した成果について、 １筆 ２，２３０円

コピー等により交付を受けた図面について、 １枚 ９７０円

（４）報酬額の算定

図面類調査の報酬は、実際に謄写した成果品の「地積測量図の写し図」の筆数、あるい

は 「地積測量図 「確定測量図」のコピーの枚数に基づき算定する。、 」、
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４．疎明書面類調査

疎明書面の添付が必要な登記申請事件について、登記の「真正」あるいは「適否」を判

断するための調査である。

（１）作業内容

委託者から提示された書面について打ち合わせ・照合・分析を行う。

①住所証明書関係資料（住民票、戸籍の附票、不在住、不在籍証明書等）

②相続証明書関係資料（戸籍謄抄本、遺産分割協議書等）

③農地法関係資料（非農地証明書、転用許可書、現況証明書等）

④土地売買契約書、境界確定協議書等の私的資料等

（２）成果品

疎明書面等の写し

（３）報酬額基準の設定

報酬額基準 １件 ４，４６０円

疎明書面は、登記申請の「真正」あるいは「適否」の判断を行うものであり、職能的判

断を要する。書類の枚数に関わらず固定額とする。

第３．現地調査

１．現地事前調査

現地事前調査とは、委託者の指示事項と資料調査で収集した資料を踏まえて現地を踏査

し、作業工程全般にわたり、委託目的を実現するために留意しなければならない事項を確

認して、作業計画を策定するための基礎的な調査である。

（１）作業内容

①対象物件の位置の調査、確認

②資料と現地の対照

③所有者、居住者、耕作者等の調査、事情聴取、
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④土地の利用状況、占有状況の調査

⑤境界標、筆界が推認される構築物等の調査

⑥復元測量の要否の確認

⑦地域区分、精度区分の調査

⑧基準点等の調査、多角点の選点

⑨図面の整理、調査結果の整理

現地事前調査の作業内容は、作業工程の全般にわたり留意する調査である。

調査結果に基づく作業計画は、調査、測量の範囲と方法を方向付けることになる。

委託者に事前に十分説明のうえ、合意（事前打ち合わせ協議）を得て着手することが望

ましく、また、着手後、実際に、調査・測量を行った結果、いったん疑義を生じた場合に

は、あらためて、事前調査の作業を再調査し、疑義の解消を図らなければならない。

（２）成果品

①基礎調査図

②位置誤差検証図

③その他の調査書類

（３）報酬額基準の設定（固定額）

報酬額基準 １件・１筆 ３２，０３０円

現地事前調査は、委託目的を完遂するための作業計画全般の策定にかかわり、職能的判

断が求められる重要な作業である。

現地は、多種多様であり、標準作業を基本として、固定額とする。

ア 立ち入り困難な場合（軍用地の場合等）

現地の調査を行うことができないから、内業について報酬額基準を設定する。

報酬額基準 １件 ５，９５５円

イ 受託した土地が２筆の場合

報酬額基準 加算１筆 １６，１５０円

ウ 多数筆の受託の場合

連続作業の効率性を考慮、適宜、減額する。
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２．筆界確認

筆界確認とは、筆界確認のための多角測量、画地調整、復元測量、立会等の諸作業を行

って得られた調査測量の成果と、収集した既存の調査諸資料との照合、分析を行い、筆界

を現地に特定する作業である。

３．筆界確認のための基礎測量

基礎測量は原則として筆界確認の要素となるものを測量し、地図等の収集資料との整合

性を検証する。

①基礎測量は、地籍図の図根点、あるいは地積測量図等の確定測量図に記載の測量基準

点等、先行する作業で筆界を特定した （以下「旧基準点」という）に基づき測量の基準点

行うことが最も望ましい。

②旧基準点が亡失している場合は、旧基準点を復元して行う。

③旧基準点がことごとく亡失している場合は、公共基準点をもとに行う方法か、現地に

任意の器械点を設置して行う局地測量の方法かのいずれかの選択で行う。

④現地周辺に筆界確認の準拠点（筆界標及び筆界を推認できる構築物）があらかじめ明

確に特定できる場合は、局地測量の方が有利である。

準拠点が不明な場合は、公共基準点に基づく方法を計画する方が、より作業の軽減を図

ることができる。

⑤近傍の公共基準点を既知点として多角測量を行い、多角点を新設して基礎測量を行う

場合、旧基準点の精度が劣っている場合は、新旧の基準点間の位置誤差を生じ、現地の既

存の境界標あるいは筆界を推認できる構築物と地図とが平行移動的なズレやあるいは不規

則なズレを生じる。

このようなズレがある場合は、新設基準点から測量行った現況図と地図との「重ね図」

を筆界確認の基礎調査図として利用することは、適当ではない。

筆界の確認の作業の為には、既存の明確な筆界標を準拠点として座標変換等の調整作業

を行いズレを解消して 「重ね図」 「基礎調査図」を作成する。、 =

⑥近傍に適当な公共基準点がなく、また、明確な準拠点もなく、多角測量も、局地測量

も行うことができない場合は、公共基準点を既知点として、基準点測量を行い、基準点を

新設して基礎測量を行う。
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４．基準点測量（公共座標）

基準点測量は、国家基準点または公共基準点を既知点として、建設省公共測量作業規定

（以下「公共規定」という）の ， 級基準点測量の作業方式に準拠して行う。3 4

（１）報酬額基準の設定

基準点測量は、技術的作業が中心である。報酬積算は、作業成果の基準点の点数により

加算する。

ア．３級基準点測量

報酬額基準 １点 ８９，０９０円

イ．４級基準点測量

報酬額基準 １点 ２０，３８０円

（２）報酬額の算定

数に、報酬基準額を乗じて算定する。後視方向トランシットを設置して観測を行った基準点

点については適用しない。

５．多角測量

多角測量は、国家基準点または公共基準点もしくは、地籍図根点等を既知点として、

「調測」第 条の規定に準拠して行う。45

（１）作業内容

多角測量は、筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、後から行われる各種測量の

骨格となる測量である。新設した多角点あるいは器械点をもとに、基礎調査図作成のため

の細部現況測量を行う。

ア． 級以上の公共基準点（公共座標）を既知点とする多角測量4

単路線方式。①
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②辺長100m以内、多角点２点以内の開放多角方式。

③辺長200m以内、多角点10点以内の同一既知点に閉合する単位多角方式。

多角測量（「調測」第75条第２項、第３項）イ．局地座標（任意座標）に基づく

①数個の器械点を多角点とする単位多角測量

②数個の器械点を多角点とする開放多角測量

（２）成果品

①成果表

②多角点網図

③計算簿

④多角点成果簿

⑤精度管理表

⑥点の記、多角点写真

（３）報酬額基準の設定（数量従量）

報酬額基準 １点 １８，９３０円

多角測量は、技術的作業が中心であり、観測における許容範囲は、地域区分による精度

の違いはなく一律の規定である（ 調測」第 条運用）から、作業成果の多角点の点数に「 69

よる数量従量額が適切である。

（４）報酬額の算定方法

ア．多角点の報酬算定

、 、①公共座標の成果を伴う多角点については 多角点の数にトランシットを設置して観測した

報酬額基準１８，９３０円を乗じて算定する。後視方向点については適用しない。

②局地的な測量では、器械点が次の条件を備えるとき

( ) 路線（単路線、開放多角、単位多角路線）の総延長が を超えるとき。1 200m

( )範囲が広い、傷害物が多い等の理由で、結合多角路線を形成したとき。2

トランシットを設置して観測した器械以上の場合は、局地測量の器械点を多角点とみなし、

数に、報酬額基準１８，９３０円を乗じて算定する。点の

測量の精度は、公共座標の多角測量と同一の精度を要する。
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路線の総延長が 超えない場合及び結合多角路線を形成しない局地測量の器械点⑦ 200m

は、多角点とみなすことはできないから、多角測量の報酬請求はできない。

イ．細部現況測量の報酬額基準の設定

、 。多角点あるいは器械点から細部現況測量を行った場合は 新たに報酬額基準を設定する

①報酬額基準の設定

外業 内業

器械据え付け 分 コンピュータに入力点検 分3.0 5.0

観測 分 展開及び点検 分18.0 11.0

器械移動 分2.5

サイクルタイム 分 分23.5 16.0

0.8 1.0作業効率

0.061 0.033歩掛

34,030 2,083 34,030 1,134日額 調査士 調査士

17,015 2 2,083 17,015 567補助者２名 × 補助者１名

4,165 1,702小計

5,867総計

0.4 2,346諸経費

8,210合計

報酬額基準 １点 円8,210

②報酬額の算定方法

細部現況測量を行った場合、成果品として現況図を納品する。

現況図に記載の多角点あるいは器械点のうち、実際に現況を実測した観測点の数につい

て報酬額を算定する。

ウ．多角点・ 標識の埋設器械点の

多角点の標識に永続性のある堅固な標識を埋設した場合は、境界標埋設と同一作業にな

るから、境界標埋設の報酬額基準を援用して設定することができる。

①９ 角以上（９ ）のコンクリート杭の埋設 １１，１６０円㎝ ×９×６０㎝

②金属標の埋設（コンクリート掘削、埋め戻し） ２，７９０円
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③鉄鋼芯付きプラスチック杭埋設類似例 ５，５８０円

④材料費は実費を計上する。

コンクリート杭 １，０００円

鉄鋼芯付きプラスチック杭 １，７００円

金属標 ３００円

６．画地調整

画地調整とは、数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元をする場合に、基礎測量で得

た既設境界標識、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定の要素となるデータと地図類及び

資料調査で収集した既存資料とを照合、点検して、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土

地との均衡調整を図り、筆界点を特定する。職能的判断を要する最も重要な作業。

（１）筆界点を特定するための画地調整（復元型）

既存の地積測量図、法第 条地図、土地区画整理確定図等の既存資料と、現地の境界17

標、構築物等の位置形状等とを既定の一筆地測量及び地積測定の誤差の限度に関する公差

（地籍調査作業規定別表第５）内で、筆界の位置の調整計算を行う。

ア．作業内容

必要に応じて、土地所有権認定申告図、旧土地台帳附属地図、国調地籍調査時の調査素

、 、 、 、 、図等の既存資料を収集し 現地の境界標 構築物 地形等の位置形状とを比較 照合して

合理的に区画調整を行う。周辺土地との「公平性」の観点から、

「公証資料」が有する所定の「公差」で、調整を行い、恣意的に筆界が特定されることのないよう

に留意する。

以下のような調整方法が一般的である。

の物証や現地精通者等の証言等を検証して現地に即して区画調整を行う方法。①現地

②現地に明確な物証等が見出せない場合には、占有面積と登記簿地積との比較など、

調査資料との総合的な分析と考察により、客観的かつ合理的に区画調整を行う方法。

③区画調整を要する境界線について公簿面積と実測面積との比例配分の方法で区画調整

する方法。

④それぞれが主張する境界線の中間線で区画調整する方法。

イ．報酬額基準の設定
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①１区画報酬額基準 ２２，８１０円

②加算１区画報酬額基準

１筆の確定は、隣接地の確定要素となり、作業が軽減するから減額になる。

加算１区画報酬額基準 １５，１４０円

画地調整は、地図等の基礎資料の種類（精度）により作業の難易度が相違し、関係者の

権利関係の確定に結びつき利害を伴うから、地価価値への配慮が求められる。地図の種類

の他、地域区分及び精度区分により、増減指数を設定し、報酬額を設定する。

地図の種類による増減指数A
土地区画整理確定図、数値測量の地積測量図等、数値測量による①法１７条地図、

確定成果があり、微量の調整計算で筆界を特定できるから、増減指数を とす0.7

る。

国調地籍図（甲２、甲３ 、土地区画整理確定図等で、現地と地図とが公差内② ）

でほぼ一致していることが通常であるから、増減指数を とする。1.0

国調地籍図（乙１、乙２）等の区域で、地図の精度が悪く、現地の占有状況と③

ズレがあり、地積の調整や按分計算等の調整計算が何度も行うことになるから、

増減指数を 。とする。1.2

④琉球政府土地調査法地籍図等、地籍図根点が亡失し、平行移動的ズレがあるなど精

増度が悪く、隣接地の地積等をも比較考察しながら複雑な調整計算が必要になるから、

1.5とする。減指数を

地域区分による増減指数B
①山林原野地域は 村落農耕地域は、0.8。③準市街化地域は、1.0、 。②0.6

⑤過密市街地は、 とそれぞれ設定する。④市街化地域は、1.2。 1.4

画地調整増減指数標表

表１

地図の種類 ① 確定図 ② 地籍図 ③ 地籍図 ④ 琉球政府

１７条地図等 甲３等 乙１等 地籍図等

0.7 1.0 1.2 1.5地域区分

0.6 0.6 0.72 0.9① 山林原野 0.42

0.8 0.56 0.8 0.96 1.2② 村落農耕

1.0 0.7 1.0 1.2 1.5③ 準市街地

1.2 0.84 1.2 1.44 1.80④ 市街地

2.10⑤ 過密市街地 1.4 0.98 1.4 1.68

ウ．報酬額の算定方法

画地調整の報酬額は、報酬額基準に表１の難易度指数を適用して算定する。
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①確定図で、山林原野の地域は、最も作業が容易である。

報酬額の算定は、22,810円× （加減率指数）＝9,580円となる。0.42

②琉球政府の地籍図で、過密市街地は、最も作業が困難である。

報酬額の算定は、22,810円× （加減率指数）＝47,900円となる。2.1

③連続して、隣接する数筆を区画調整する場合

１筆について、１区画報酬額基準を適用し、他の数筆について加算１区画報酬

額基準を適用する。

④全地測量を行わない場合

特別の事情により、全地測量を行わず、分筆地のみを測量して、分筆地につい

て復元のための画地調整を行う場合は、作業量が軽減しているから、加算１区画

ごとの報酬基準額を適用する。

（２）分筆点を特定するための画地調整（分筆型）

ア．報酬額基準の設定

復元測量あるいは面積測量の成果に基づき、分筆地の面積、辺長を求める区画調整は、

既に確定している筆界に基づき、分筆筆界点を計算により特定する作業であり、全く技術

的な作業になる。増減指数を適用する必要はない。

0.42分筆１区画については、復元型報酬額基準に「確定図の山林原野地域」難易度指数

を適用して以下のとおり設定する。

１区画報酬額基準 ９，５８０円

円× （加減率指数）＝9,580円22,810 0.42

イ．報酬額の算定方法

分筆地１区画について、分筆型１区画報酬額基準を適用する。

連続して数筆を分筆する場合は、隣接する分筆地の区画調整は、画地調整を要する区画

点数の重複する割合で、作業量が軽減されるから、重複割合で減額する。

重複している場合は、9,580× ＝4,790円になる。50% 0.5

全地測量を行い、復元型の画地調整を行った後に、分筆地の画地調整を行う場合は、分

筆地１区画については復元型の画地調整報酬額基準22,810円に難易度指数を適用して算定

する。

他の分筆地１区画については、分筆型区画調整の報酬額基準9,580円で報酬額を算定す
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る。

他の数筆の分筆地について画地調整を行った場合は、4,790円で報酬額を算定する。

（３）成果品

区画調整図

７．復元測量

復元測量とは、筆界の標識の不明又は亡失のため、既存の測量成果等の資料又は画地調

整の計算資料に基づき、筆界点を測設する作業をいう。

筆界の復元は、収集した資料のもつ精度にしたがって、国土調査法施行令別表第５に掲

げる公差の範囲内でなければならない（ 調測」第 条第 項）「 70 5

公差を越える場合は、再調査、再測量、既存資料作製者との協議、地図訂正の必要性等

委託者に経緯を説明して承諾を求める。

（１）作業内容

外業は、器械据付、杭打ち、検測作業。内業は、データ整理、作図、点検作業。外業、

内業ともに技術的作業が中心である。

検測は、国土調査法施行令別表第５に掲げる公差、すなわち、位置誤差及び筆界点間距

離の公差の範囲内に、測設されているか否かを点検する。

（２）成果品

①逆打ち計算簿

②境界点検観測手簿

（３）報酬額基準の設定

ア．報酬額基準の設定

報酬額基準 １点 １２，２３０円

復元測量は、技術的測量が中心であるが、現地が伐採や障害物がある場合は、それだけ

作業が困難になるから、伐採や障害物の有無を基準に難易度指数を設定する。

また、復元測量は、測量精度に伴う注意力を必要とするから、地域区分により、難易度

指数を設定する。
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．伐採・障害物の有無による難易度指数A

難易度指数を 。①伐採・障害物が全く無い場合、 0.7

難易度指数を 。②伐採・障害物が有る場合、 1.0

難易度指数を 。③伐採・障害物がかなり（密に）有る場合、 1.3

．地域区分による測量精度指数B

、 。② 。①山林原野地域は 村落農耕地域は、0.6 0.8

。 。③準市街化地域は、 ④市街化地域は、1.21.0

⑤過密市街地は、 。1.4

難易度・測量精度指数表

表２

難易度（伐採・障害物）

1.3測量精度 無し 有り かなり有り

0.7 1.0（ 地域区分）

0.42 0.6 0.78①山林原野地域 0.6

0.56 0.8 1.3②村落農耕地域 0.8

1.0 0.7 1.0 1.3③準市街地

1.2 0.84 1.2 1.56④市街化地域

1.4 0.98 1.4 1.82⑤過密市街地

イ．難易度・測量精度を考慮した報酬額基準の設定方法

復 は、復元測量の報酬額基準に表２の指数を難易度・測量精度を考慮した報酬額基準

乗じて算定する。

難易度・測量精度を考慮した報酬額基準
表３

伐採・障害物

1.3無し 有り かなり有り

0.7 1.0地域区分

円 円 円①山林原野地域 0.6 5,136 7,338 9,539

円 円 円②村落農耕地域 0.8 6,848 9,784 12,719

③準市街地 円 円1.0 12,230 15,8998,561円

円 円 円④市街化地域 1.2 10,273 14,676 19,078

⑤過密市街地 円 円 円1.4 14,658 17,122 22,258

（４）報酬額の算定方法
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ア．同一器械点から２点以上復元する場合

復元測量は、１器械点から数点を同時に復元する場合は、連続作業により、２点目以下

の作業量が軽減されるから、作業効率を考慮し、２点目以降の復元測量は、減額を行う。

減額方法を簡単化するために、１点１万円を基準に、1点につき千円を減額して減額率

を算定する。

２点目以降の減額率表（減額方法の簡単化）

表１２

点数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 報酬 減額

点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 額 率

1.00１点 1.0 1.0

0.95２点 1.0 0.9 1.9

0.90３点 1.0 0.9 0.8 2.7

0.85４点 1.0 0.9 0.8 0.7 3.4

0.80５点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 4.0

0.75６点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 4.5

0.70７点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 4.9

0.65８点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 5.2

0.60９点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 5.4

0.5510点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 5.5

注：１点 円を基準に減額の割合を算定。10,000

１１点目以降は１点 円を増額する。1,000

イ．報酬額の算定方法

準市街地（伐採・障害物なし）で、 点を復元。10

難易度指数適用後の報酬基準額表、表３から、この土地の復元１点あたり報酬

基準額は、 円になる。8,561

そのうち器械点( )から 点、( )から 点、( )から 点を復元した。T1 3 T2 5 T3 2

合計 点を復元した報酬額は、２点目以降の減額率表(表４)を利用し、各器10

械点ごとに、減額率を適用して、以下のとおり算定できる。

器械点 ( ) ３点× 円、T1 8,561 090 23,114× （３点復元の減額率）＝

( ) ５点× 円、T2 8,561 0.80 34,244× （５点復元の減額率 ）＝

( ) ２点× 円T3 8,561 0.95 16,265× （２点復元の減額率） ＝

合計 円73,623

ウ．境界標仮杭
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復元測量で境界標の仮杭として設置した木杭、ブラスチック杭等の境界標識は実費

を計上できる（実費勘案額）

木杭 １００円

プラスチック杭 ３００円

８．立会

隣接地所有者、関係権利者等の立会いを要するときは、委託者と協議のもとに計画的に

実施する。

対象地が市町村界に接している場合には、原則として関係市町村の立ち会いを求める

筆界確認の協議においては、基礎調査図、区画調整図、位置誤差検証図等々を示し、恣

意的に筆界が定められることのないよう配慮する。

立ち会いを行った結果、合意が得られなかった場合には、できるだけ解決されるように

努力する。合意を得られないことから、筆界が特定できない場合、業務は休止される。

筆界の物証、書証等により、筆界が明確に確認できる場合は、立会を省略することがで

きる。

（１）民有地境界確認

立会とは、隣地土地所有者と境界を確認し、合意を得る作業をいう。

立会は、相隣者間の境界の安定を図る上で、大変重要な作業であるが、しばしば「気に

入らない」の一言で不調になる。しかし、困難な場面でこそ、調査士の専門的知見を最も

よく発揮できる。

慎重に、そして丁寧に行った「正確かつ公平」な調査・測量の資料を関係者に提示しな

がら、問題解決の道筋を提起し、当事者の「了解」を求めることになる。

立会の作業は立会調書の署名又は印鑑受領の作業を含む。

ア．報酬額基準の設定

報酬額基準 １人・１点 ７，４９０円

【筆界点を２点以上立会する場合の報酬額基準】

報酬額基準 １点 ２，４８０円

立会は、一度で完了する容易なものから、度々行う困難なものがあり、不動産の価格に

見合う注意力を要する。したがって、難易度・地価価値を考慮し、増減指数を設定する。
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イ 増減指数の設定

難易度指数の設定A
①容易な立会

筆界の大半が既設の境界標で、筆界が明確なことから、調査・測量に基づく説

。明を要しない場合、立会は、客観的に最も容易であり、難易度指数を 0.7

②普通の立会

筆界の大半が復元した境界標で、調査・測量をおこなった資料を基に「正確か

つ公平」に筆界が確認されていることを、説明して、了解を得た場合は、通常の

。立会作業であり、難易度指数を 1.0

③困難な立会

復元点あるいは筆界点について、立会者に疑義があり、各種資料との整合性の

説明を求められ、現地立会を２回以上行って、了解を得た場合、困難な立会であ

。り、難易度指数 1.3

地域区分による地価価値指数B
、 。② は、 。 は、 。①山林原野地域は 村落農耕地域 ③準市街化地域0.6 0.8 1.0

⑤過密市街地は、 。④市街化地域は、1.2。 1.4

立会増減指数表

表５

難易度 ① 容易 ② 普通 ③ 困難

0.7 1.0 1.3地価価値

0.6 0.42 0.6 0.78① 山林原野

0.8 0.56 0.8 1.04② 村落農耕

1.0 0.7 1.0 1.3③ 準市街地

0.84 1.2 1.56④ 市街地 1.2

1.4 0.98 1.4 1.82⑤ 過密市街地

ウ 報酬額の算定方法

で行った１人・筆界５点の立会の報酬額は、報酬額基準に、表５の指数を適用し市街地

以下のとおり算定する。

①容易な立会 （7,490円×人数1＋2,480円× 点）× ＝15,834円4 0.84

②普通の立会 （7,490円×人数1＋2,480円× 点）× ＝20,892円4 1.20

③困難な立会 （7,490円×人数1＋2,480円× 点）× ＝27,159円4 1.56

エ 成果品
立会証明書
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（２）公共用地境界立会

公共用地境界立会とは、公共用地と民有地との境界の確認申請及び筆界の確認作業をい

う。公共用地との立会が必要なものについては、委託者に説明して、各官公署等が定めた

境界立会規定に基づき実施する。

ア 報酬額基準の設定

報酬額基準の設定は、各官公署等の立会手続きに必要な添付書類等の実情を考慮し、以

下のように設定する。

①市町村立会 １点 14,110円

、 、 、 、 、 、境界確認申請書 委任状 付近見取り図 地図写し 地積測量図 境界確認書

現況写真、その他。

②土木事務所立会 １点 16,255円

添付書類 印鑑証明書。①＋

③国道事務所立会 １点 32,510円

添付書類 ＋登記事項証明書、印鑑証明書、実測平面図、実測断面図①

イ 筆界２点以上の立会の報酬額基準の設定

筆界２点以上を立会いする場合には、民有地境界と同様、筆界１点増加するごと

に、報酬額基準 １点当たり、2,480円とする。

ウ．増減指数

民有地境界立会と同様に設定。

公共用地立会増減指数表

表６

難易度 ① 容易 ② 普通 ③ 困難

0.7 1.0 1.3地価価値

0.6 0.42 0.6 0.78① 山林原野

0.8 0.56 0.8 1.04② 村落農耕

1.0 0.7 1.0 1.3③ 準市街地

1.2 0.84 1.56④ 市街地 1.2

1.4 0.98 1.4 1.82⑤ 過密市街地

エ 報酬額の算定方法
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市街地で、難易度が普通の立会事件について、筆界点４点を立会した報酬額の算定は、

表３から指数 官公署ごとに、以下のとおり算定する。1.2を選択して、

市町村は、 ( 円 ＋ 円× 点)× ＝ 円① 14,110 2,480 3 1.2 25,860

④土木事務所は、( 円 ＋ 円× 点)× ＝ 円16,255 2,480 3 1.2 28,434

⑤国道事務所は、( 円 ＋ 円× 点)× ＝ 円I32,510 2,480 3 1.2 47,940

第２章 測量業務

第１．面積測量（一筆地測量、筆界点測量）

面積測量とは、観測点（基準点、多角点、器械点、既設筆界点）に基づき、立会後に確

認された筆界点、分割点、復元点の位置を測定する作業をいう。

１．作業内容

数値測量を原則とする。

外業は、器械据付、観測、筆界線整理、筆界点間検測、移動。

内業は、観測簿整理、電算入力、面積計算・点検、展開・計算、測量原図作成。

（１）面積測量と復元測量及び境界点測設との作業の同一性

面積測量の報酬計算の対象となる外業の作業は、

①基礎調査の現況測量で確認した既設の筆界標

②復元型画地調整に基づき復元測量で復元した復元点の境界標（復元測量）

③分筆型画地調整に基づき設置した分筆点の境界標（境界点測設）

④復元点、分筆点に埋設した永久境界標（境界標埋設）

について、観測と点間距離の検測を行った作業に対する報酬である。

復元点及び分筆点の観測及び検測の作業は、復元測量および境界点測設の作業項目と同

一作業で、既に報酬が算定されている。

、 、 。また内業の①観測簿整理 ②電算入力の作業も 重複作業として報酬が算定されている

したがって、すべての筆界に既設の境界標があり、復元測量が行なかった場合以外は、

復元測量及び分筆点測設の重複作業について減額する。
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（２）面積測量測量原図作成作業の報酬額基準の設定

復元測量、及び境界点測設が行われた場合は、各作業の成果を面積測量の成果として利

用できるから、復元点及び分筆点については、あえて、面積測量を行う必要がない。

測量原図作成のための内業の作業の報酬そこで、その重複部分を除いた作業、つまり、

基準を設定する。

２ 面積測量報酬額基準の設定

面積測量は、外業について調査士及び補助者２名、内業について調査士及び補助者１名

が、土地 ㎡、器械点３点、筆界点５点の土地について行った 、 の100 外業85分 内業145分

作業を標準作業として 「歩掛」を算定し、報酬額基準を設定する。、

次に、各面積区分ごとに、面積の増加に対応して 「歩掛」の調整をして、基準額を設、

定する。

面積測量の報酬額基準

表７

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡100 200 300 400 600 800

円 円 円 円 円 円44,000 55,500 64,400 71,800 84,400 94,900

㎡当1000 2000 3000 4000 5000㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 1,000

円 円 円 円 円104,200 140,700 168,700 192,300 213,100 16,300

３ 増減指数の設定

（１）筆界点数による難易度指数

面積測量の報酬額は、面積と相関する。しかし、同一面積でも、筆界点数に違いがあれ

、 、 。ば 外業・内業共に作業量の増減を生じるから 筆界点の数により難易度指数を設定する

（２）地域区分による測量精度指数

面積測量の測量成果は、所要の精度を要する地積測量図として登記所に備え付けられ、

筆界の「公証資料」として証明力の高い資料となるから、所定の測量の精度を満たすもの

でなければならない。

「地積測量図は、地図の精度と同等以上のもの、なお、現実にその地域が市街地地域で

あるにもかかわらず、甲３の地籍図が地図として備えつけられている場合には地積測量図

は甲２以上の精度のものを提出すべきである」から、現地の地域区分は、地積測量図の測
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量精度を規定する基準である。

したがって、地域区分を基準に測量精度指数を設定する。

面積測量増減指数表

表８

測量精度 耕地 村落地・原野 準市街地 市街地 過密市街地

0.7 0.9 1.1 1.3 1.5筆界点数

3 -5 0.7 0.5 0.63 0.77 0.91 1.05点

6-10 0.9 0.63 0.81 1.17 1.35点 0.99

11-15 1.1 0.77 0.99 1.21 1.43 1.65点

16-20 1.3 0.91 1.17 1.43 1.69 1.95点

21-25 1.5 1.05 1.35. 1.65 1.95 2.25点

４ 報酬額の算定方法

面積測量の報酬額の算定は、分筆前の１筆地の面積に対応する各面積区分ごとに設定し

た報酬基準額を適用する。

分筆残地を差し引き計算して地積測量図を作製する場合は、分筆地の地積のみが報酬計

算の対象になる。

数筆を連続して一筆地測量を行う場合は、連続作業により隣接地の筆界の観測及び検測

、 、 、作業が軽減されるから ２筆目以降の増減指数は １筆目と重複する筆界点数を除外して

増減指数を適用する。

【報酬額算定例】

準市街地で、実測面積 ㎡の境界点６点、の面積計算の報酬計算330

71,800円 × 0.99 ＝ 71,082円

（ ㎡の報酬基準額 （表８の筆界点６点及び準市街地の欄）400 ）

５ 成果品

①境界測量の観測手簿

②面積計算簿

③筆界点間距離検測簿

④境界測量精度管理表

⑤測量原図
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６．測量原図作成作業の報酬額の算定

（１）報酬額基準の設定

復元測量及び分筆点測設の測量成果を面積測量の成果として利用できる場合は、面積測

内業相当分の測量原図作成作業について報酬額基準が必要になる。

測量原図作成の報酬額基準を以下のとおり設定する。

作業内容

①面積計算・点検 分25

②展開・計算 分30

③測量原図作成 分40

計 分95

作業効率（ ）1.0

95 480 0.198歩掛 分÷ 分＝

調査士 円× 名× ＝ 円34,030 1 0.198 6,735

補助者 円× 名× ＝ 円17,015 1 0.198 3,368

合計 円10,103

諸経費 × ＝ 円0.4 10,013 4,041

合計 円14,140

以上より、 ㎡の土地の測量原図作成相当の報酬基準額は、 円になる。100 14,140

㎡の場合は、測量原図作成相当分の所要時間だけが変わり、 ×√ ㎡÷ ㎡200 40 200 100

≒ 分（計算式は「報酬算定資料」 参照）と、面積計算・点検・展開計算の 分56.6 p29 55

の計 分になり、以上の「歩掛方式」で計算し、 円になる。111.6 16,610

面積測量の測量原図作成作業の報酬額基準

表９

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡100 200 300 400 600 800

円 円 円 円 円 円14,140 16,610 18,500 20,090 22,770 25,020

㎡ ㎡ ㎡ ㎡1000 2000 3000 4000 5000

円 円 円 円 円27,020 34,820 40,800 45,850 50,290

成果品は、①面積計算簿、②一筆地ごとの実測図である。

（２）報酬額の算定方法

ア 算定例１
準市街地で、実測面積 ㎡の境界点６点、の測量原図作成の報酬額の算定方法330
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円 × 0.99 ＝ 19,889円20,090

（報酬基準額表９ （指数表８、筆界点６点準市街地の欄））

イ 算定例２

全地測量で２筆､ （ に分筆する計算例A 126 365㎡）とB（ ㎡）

測量原図作成の報酬額基準は、分筆地ごとに適用し、該当する難易度指数により、算

定する。

筆界点数 （７点 、 （４点 、市街地の場合A B） ）

について 円（面積区分 ）× （表８） 円A 16,610 200 1.17 =19,433㎡表９

について 円（面積区分 ）× （表８） 円B 20,090 400 0.91 =18,281㎡表９

筆界の大半が復元点で、既存の境界標が少ない場合は、面積測量の報酬計算は、測量

原図作成の報酬基準額を計上し、既存境界標の観測作業は、境界点測設の報酬額で算定

する。

第２ 境界標設置

１ 境界点測設

境界点測設は、分筆のための画地調整の結果に基づき、木杭等をもって現地に分筆点を

測設する作業をいう。

①木杭、測量鋲、刻印、６０㎝未満のコンクリート杭又はプラスチック杭で根巻きを

施さないものは境界点測設として扱い、境界標埋設の費用を請求できない。

②復元測量に基づき仮杭を設置した場合の報酬額は、復元測量に含まれる。

③分筆をする場合に画地調整の結果に基づかず、既存の構築物等の屈曲点が、分筆点

となる場合の実測測量の報酬額は、面積測量に含まれる。

④既存の境界標が少なく、筆界の大半が復元点で、面積測量の報酬計算を測量原図作

本来面積測量で計上する既存の構築物等の屈曲点成の報酬基準で算定する場合は、

や、既設幅杭点等の分筆点の観測作業の報酬額の算定は、境界点測設の作業点数に

加えて計算する。

（１）作業内容

、 、 、 、 、器械据え付け 境界点までの障害物の撤去 分筆点の逆打ち 木杭打設 筆界点間検測

点検測量器械移動の外業 分、データ整理、データ入力点検、作図・点検の内業 分25 26

の作業が標準である。検測は、国土調査法施行令別表第５に掲げる公差、すなわち、位置

誤差及び筆界点間距離の公差の範囲内に、測設されているか否かを点検する。
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（２）成果品
①逆打ち計算簿

②境界点検観測手簿

（３）報酬額基準の設定

ア 報酬額基準の設定

報酬額基準 １点 １０，０９０円

境界点測設は、技術的測量が中心であるが、現地が伐採や障害物がある場合は、それだ

け作業が困難になる。また、測量精度を満たすために、事件対象の地域区分に相関する測

量精度を必要とするから、難易度指数や測量精度指数を設定する。

伐採・障害物の有無による難易度指数A
。①伐採・障害物が全く無い場合、0.7

。②伐採・障害物が有る場合、1.0

。③伐採・障害物がかなり（密に）有る場合、1.3

地域区分による測量精度指数B

、 。 、 。③ 。①山林原野地域は ②村落農耕地域は 準市街化地域は、0.6 0.8 1.0

⑤過密市街地は、 。④ 。市街化地域は、1.2 1.4、

境界点測設の増減指数表

表１０

難易度（伐採・障害物）

1.3測量精度 無し 有り かなり有り

0.7 1.0（地域区分）

0.42 0.6 0.78①山林原野地域 0.6

0.56 0.8 1.3②村落農耕地域 0.8

1.0 0.7 1.0 1.3③準市街地

1.2 0.84 1.2 1.56④市街化地域

1.4 0.98 1.4 1.82⑤過密市街地

イ．増減指数を考慮した報酬額基準の設定方法
難易度・測量精度を考慮した報酬額基準の設定は、報酬額基準に表１０の指数を乗じて

設定する。

報酬額基準１点 円について難易度・測量精度指数を適用すると、報酬額基準は、10,090

以下の表１１のとおりである。
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増減指数を考慮した境界点測設の報酬額基準表

表１１

難易度（伐採・障害物）

1.3測量精度 無し 有り かなり有り

0.7 1.0（地域区分）

4,237 6,054 7,870①山林原野地域 0.6

5,650 8,072 13,117②村落農耕地域 0.8

1.0 10,090 13,117③準市街地 7,063

1.2 8,475 12,108 15,740④市街化地域

1.4 9,888 14,126 18,363⑤過密市街地

（４）報酬額の算定方法

ア 同一器械点から２点以上の分筆点を測設する場合（算定例）
同一器械点から２点以上を測設する場合には、２点目以下の作業については、連続作業

により、作業量が明らかに軽減されるため、２点目以降の境界点測設は、減額する。

減額方法を簡単化するために、１点１万円を基準に、２点目以降の測設作業を千円ずつ

減額していく場合の減額の割合で加減率を算定すると以下のとおりである。

２点目以降の減額率表

表１２

点数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 報酬 減額

点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 点目 額 率

1.00１点 1.0 1.0

0.95２点 1.0 0.9 1.9

0.90３点 1.0 0.9 0.8 2.7

0.85４点 1.0 0.9 0.8 0.7 3.4

0.80５点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 4.0

0.75６点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 4.5

0.70７点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 4.9

0.65８点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 5.2

0.60９点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 5.4

0.5510点 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 5.5

注：１点 円を基準に減額の割合を算定。10,000

１１点目以降は１点 円とする。1,000

イ 報酬額の算定方法

市街地（伐採・障害物なし）で、６点の分筆点を測設する。
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そのうち器械点( )から 点、( )から２点、( )から１点を測設する。T1 3 T2 T3

難易度指数適用後の報酬額基準表１１から、現地の１点あたり報酬額基準は、

円である。7,063

次に、２点目以降の加減率表１２を利用し、各器械点ごとの報酬額を算定する

と以下のとおりである。

器械点 ( ) ３点× 円T1 7,063× （３点測設の加減率）＝0.90 19,070

( ) ２点× 円、T2 7,063× （２点測設の加減率）＝0.95 13,419

( ) １点× 円T3 7,063 ＝ 7,063

合計 円39,552

ウ 境界標の設置

木杭、ブラスチック杭等境界標識は実費をする。

木杭 円100

プラスチック杭 円300

６０㎝未満コンクリート杭 1,000円

２ 境界標埋設

境界標埋設とは、筆界点に永続性のある標識を設置するために必要な作業で、後日の紛

争の発生を未然に防止する措置である。埋設後は、点間距離の検測を行う。

境界標の埋設作業が必要なものについては、隣接地所有者の承諾を得、委託者に確認し

て行う。永久標識の埋設は、一筆地測量（面積測量）着手前に完了する。

永久標識を埋設したときは、点の記を作成する。

（１）作業内容

現行の報酬額基準は、筆界点の位置記録作業、埋設部分の掘削、根巻きセメント調合、

永久標識固定作業、根巻き埋め戻し作業、筆界点の位置の確認、筆界点間距離検測、現況

スケッチの作業で、調査士及び補助者１名の４５分間の作業を標準とする。

（２）成果品

①点の記

②境界標写真
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（３）報酬額基準の設定

①９ 角以上（９ ）のコンクリート杭の埋設（コンクリート根巻き）45分㎝ ×９×６０㎝

の標準作業

報酬額基準 １点 １１，１６０円

材料費実費 １本 ５００円

②金属標の埋設（コンクリート掘削、埋め戻し）等は、32分の標準作業で、

報酬額基準 １点 ７，８１０円

材料費実費 １本 ３００円

③鉄鋼芯付きプラスチック杭等の埋設等は、２３分の標準作業で、

報酬額基準 １点 ５，５８０円

材料費実費 １本 １，７００円

④金属標の埋設（ブロック塀等構築物に設置する場合）は、11.5分の標準作業で、

報酬額基準 １点 ２，７９０円

材料費実費 １本 ３００円

⑤プラスチック杭（永久境界標識でない境界標等）は埋設報酬を適用しない。

３ 恒久的地物の測量

地積測量図に恒久的地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合に

は、当該地物の存する地点に附合を付した上で、地積測量図の適宜の箇所にその符号、地

物の名称、概略図及びその座標値を記録することになる。

恒久的地物について、観測点（器械点、多角点、基準点）から座標値を測定する。

恒久的地物は、永続性がある隣接地の境界標、あるいは堅固な構築物等に測設し、観測

点とすることも差し支えない。

（１）作業内容

器械据付、障害物整理、観測、点間検測、点の記記録、器械移動の外業３６分、データ

整理、データ入力、点間計算・展開、点の記整理製図の内業 分の合計 分の作業が標32 68

準である。

（２）成果品
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地積測量図に恒久的地物を記載した場合に適用する。

①座標値測定観測手簿、②計算簿、③写真、⑤点の記

（３）報酬額基準の設定

①観測点から恒久的地物の座標値を測定した場合。

報酬額基準 １点 １７，７８０円

②恒久的地物を観測点にする場合。

報酬額基準 １点 ４，７４０円

③引照点の記載は、地積測量図に記載し、所定の測量精度を必要とする。

地域区分により測量精度指数を設定する。

耕地（地図の精度区分乙２、乙１）は 。0.6

村落地（原野、地図の精度区分乙１）は 。0.8

準市街地（地図の精度区分甲３）は、 。1.0

市街地（地図の精度区分甲３）は 。1.2

過密市街地（地図の精度区分甲２）は、 。1.4

（４）報酬額の算定方法

市街地で、２カ所の恒久的地物の座標値を測定した場合。

17,780円 × ２カ所 × ＝42,760円1.2

（報酬額基準） （恒久的地物 （測量精度相関指数））

第３章 申請手続き業務

第１ 土地分筆登記の申請手続き

土地の表示に関する登記の申請手続きは、申請書、委任状、法定添付図面、共同担保目

録等の作成及び申請書の提出、受領等を包括して行う作業をいう。

１．報酬額基準の設定

【内業２筆まで】報酬額基準 １件 １９，６１０円

【加算１筆】報酬額基準 加算１筆 ４，８５０円
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「照合図」報酬額基準 １件 １，１６０円

２．報酬額の算定方法

、 、 、現地調査終了後の地積測量図 申請書 委任状等登記申請に必要な添付書類等の作製は

定型的な作業のため、報酬額基準に沿った作業内容になるため固定額とする。

２筆の土地をそれぞれ分筆する場合において、同一の申請書で申請できるときは、２件

150の扱いとし 必要な作業内容 地積測量図作成 書面調査点検の作業について標準作業を、 、 、

分として報酬額基準設定する。

【加算２件目】報酬額基準 １件 １４，８８０円

第２．現地調査費

現地調査費は、合筆、地目変更、滅失登記の申請事件における現地調査、及び、登記申

請事件について登記官の実地調査に立会を行ったときに適用する。

１．作業内容

（１）合筆、地目の変更、滅失登記申請事件の現地調査

合併の調査に当たっては、土地が接続しているかどうか、地目が同一であるかどうかを

現地において確認する。地目についての調査は、現況及び利用目的について、総合的に判

断して行う。

（２）登記官の現地調査への同行

登記官の実地調査に立会を求められ、申請の適否並びに真正について、職能的判断を述

べることは、特に重要な作業である。

登記申請の「真正」の確保について責任のある調査士は、立会を求められた場合には、

原則として必ず同行する。

２．報酬額基準の設定（経験・難易度考慮、固定額）

地目や合筆の現地調査は、登記法や土地利用の関係法規等にも適合するかどうか、職能
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的な判断を伴う作業である。

登記官の実地調査時の立会における同行は、調査士の職能上の判断を伴う作業であるか

固定額とする。ら、

現地調査報酬額基準 １件 １４，８５０円

３．報酬額の算定方法

調査士の職能的判断を伴う作業であるから、調査士が実際に現地を調査した申請事件に

ついて適用する。

補助者が対応した場合には、補助者について、作業時間相当分の報酬額とする。

７，４２５円現地調査報酬額基準 １件

第４章 審査請求

審査請求１件 １６，２１０円

新たな疎明書面等を要した場合には、その報酬額を加えて算出する。

第５章 相談

【報酬額基準（時間従量額制 】 １時間 ３，５９０円）

調査士業務に関連する事項について相談を受けた場合に適用する。

業務を受託した場合は、報酬の対象とすることはできない。

第６章 書類の作成等

第１．書類の作成

１．現地調査書（経験難易度・固定額）
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現地調査書は、登記申請が「真正」であることの「立証資料」であり、調査士の職能判

断の「適正」を証する重要書類である。

現地調査書は、可能な限り原本の還付の手続きをして長期保管する他、依頼人にその写

しを交付する。

【報酬額基準の設定】

報酬額基準 １件 ９，７００円

２．筆界確認書その他

（１）文案を要するもの（枚数従量額・経験難易度）

、 、 、 、 。地役権証明書 所有者更正承諾書 権利消滅承諾書 相続関係説明図 規約証明書等々

【報酬額基準の設定】

報酬額基準 １件・１枚 ４，８５０円

（２）文案を要しないもの（枚数従量額制）

所有権証明書、工事完了引き渡証明書、筆界確認書、立会証明書等。

報酬額基準 １件 ２，４２５円

第２．謄抄本交付手続き及び受領

登記簿、戸籍謄抄本、住民票、不在籍・不在住証明書

標準作業２０分相当報酬額基準 １件 ９７０円

第３．原本の複製

【原本還付請求の場合】

10枚（枚数従量額） ９７０円

第４．その他申請手続き及び受領

１．現況証明願い申請・受領
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報酬額基準 １件 ８，２００円

２．軍用地証明願い申請・受領

報酬額基準 １件 ７，４００円

３．軍用地立ち入り許可申請・許可書受領

報酬額基準 １件 １１，２００円

４．仮換地分筆願い申請・受領

報酬額基準 １件 １７，９００円

第７章 附則

（１）目的地まで往復 ㎞を超える旅費は、別途実費を加算できる。20

１．旅費について、自家用車によるときは、往復 ㎞を超える１㎞について20

１９０円として実費を算定する。

２．出張の移動時間

半日（２時間を超え４時間まで）の場合 ２４，２７０円以内

１日（４時間を超える場合）の場合は ４８，５４０円以内

（２）着手金、事前調費用、特別報酬

委託者との合意を得て定める。


